
 

R1.6 作成 

○ペット（犬、猫等）の火葬について 
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           (学校で飼育) 

 

 

 

 

   (東京都教育委員会からの委託事業) 

                              (動物愛護法第 36 条) 

          （※１） 

 

                    

                   (移動式は除く) 
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                    (事前相談) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                       

                                       

 

 

  動物の死体 

飼い主不明の動物 
(道路上等) 

地域基盤整備課 
清掃事務所等 

(無料) 

飼っていた動物 

清掃事務所等 
(25Kg 未満) 

(有料) 

動物霊園事業者 
(焼却炉の設置) 

※焼却炉の性能 
焼却炉の火格子面積 2 ㎡以上又は、 
焼却能力1時間あたり200Kg以上 

大気汚染防止法 
第2条第2項 

（ばい煙発生施設） 

大気汚染防止法 
第6条 

(東京都に届出) 

環境確保条例 
第2条第8号 
(指定作業場) 

環境確保条例 
別表第2 第28号 

（焼却炉） 

 指定作業場設置届 
条例第89条、第90条 

（環境政策課） 

大田区ペット火葬場
等の計画の事前公開
等に関する要綱 
（建築審査課） 

標識の設置（要綱第５条） 
隣接住民への説明等 
（要綱第６条） 

「廃棄物」 
法第２条第1項、 

第４項 

 と畜場で、とさ
つ、又は解体した 
固形状の不要物 

「産業廃棄物」 
施行令第2条第1項 
第4号の2、第10号 

「産業廃棄物処分業 
の許可の申請」 

施行規則第10条の4 
（東京都） 

廃棄物の焼却 
(一般廃棄物) 

小規模廃棄物焼却炉の設置 
条例第126条ただし書き 
(指定作業場に該当しない) 

小規模廃棄物焼却炉の設置届 
大田区設置基準 
（環境政策課） 

(※1)動物霊園事業において扱われる動物の死体は、 
廃掃法第2条第1項の廃棄物には該当しない。 
(昭和52年8月厚生省通知第78号) 

(※2)火床面積が0.5平方メートル以上又は 
   焼却能力が1時間当たり50キログラム以上 
     ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項の

「特定施設」となる。 
(※3)犬は「狂犬病」の関係で地域保健課に届出が必要。 

(引き取り) (回収) 

学校飼育動物無料火葬 
（東京都獣医師会霊園協会） 

（廃棄物の焼却禁止） 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2 
環境確保条例第126条第1項 

動物霊園事業計画者 
(焼却炉の設置計画) 

標識設置届（要綱第５条） 
説明報告書（要綱第７条） 


